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ＡＧＥＮＤＡ 

• 定数確認 

• 議案審議 
– 第一号議案 ： 2016年度活動報告 

– 第二号議案 ： Marlin利用者連絡会解散のご提案 

• 投票方法 

• 報告事項 
– 入会・退会情報 
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定数確認 
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【抜粋】 
第２０条 （電磁的方法による総会の成立要件、手続等）  
電子メール、その他の電磁的方法のうち運営委員会が指定するもの（以下「電磁的
方法」という）により行う総会（以下「電磁的方法による総会」という）は、会長が全て
の会員に対して、次項に規定の電磁的方法による通知を送付することで有効に成
立するものとする。  

Marlin利用者連絡会 

本総会は電磁的方法による開催のため、規約第20条第１項に基づき、
会長からの開催通知を以て有効に成立しています。 



議案審議 
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【第一号議案】 2016年度活動報告 

2016年度は特筆すべき活動はありませんでした。 
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• 入退会対応 

– 入会4社、退会1社  計８２社（2017年7月２４日現在） 
 

• 監査報告 

– 本会としての収入支出や、成果物の処分などなく、よって特に監査報告す
る事項はございません。 
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【第二号議案】 Marlin利用者連絡会解散のご提案 

• 本会は、２００７年５月設立以来１０年を経過し、会員数も８２社となりました。 

• この間、会員の皆様方の絶大なるご支援の下で、Ｍａｒｌｉｎ-ＩＰＴＶ-ESの普及に
努め、日本におけるIPTV-DRMの準標準仕様に発展して参り、本会の目的を
十分に発揮することができました。ありがとうございました。 

• つきましては、本会会則第18条（3）号に従い、本総会をもちまして、本会の解
散をご提案申し上げます。 

• ちなみに、本件は、7月10日に開催された本会運営委員会におきまして同会
則第22条2項（3）号に掲げられる重要決議事項として承認されました。 

• なお、本会で策定した固有ＣＲ、運用仕様、及び本会ホームページは、同会
会則第29条2項（5）号に基づいて本会の財産を管理する事務局よりＭＴＭＯ
に移管します。（同会則第30条3項に従い、残余財産の会員への分配はござ
いません） 

• また、Ｍａｒｌｉｎの今後につきましては、次のページの如く対応して参ります。 
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Marlin利用者連絡会解散後の対応 

• Marlinの基本的な仕様等  ：従来通り 
 

• Marlinの商用利用ライセンス契約等 ：従来通り 
 

• 上記の日本語での問い合わせ窓口 ：従来通り 
 

• Marlin利用者連絡会関連  ：当面ホームページを保持 

 

• Ｍａｒｌｉｎ利用者連絡会問い合わせ窓口 ：当面ホームページを保持 
 

• 商用鍵の発注先   ：従来通り 
 Seacert Corporation  ：    
 Panasonic Corporation ：  
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Japan-Inquiries@marlin-community.com 

http://www.marlin-community.com/ 

https://www.marlin-trust.com/ 

http://www.marlinusers-japan.org/ 

marlin-info@marlinusers-japan.org 

https://www.seacert.com/ 

https://www.marlin-
trust.com/system/files/private/Panasonic_KIC_introduction_20170215final.pdf 



【投票方法】 

• 投票内容 
– 各議案に対し、賛成（承認）、反対（不承認）、保留のいずれかでご投票下さい。 

 
• 投票方法 

– 2017年9月1日（金曜日）18時までに、事務局まで電子メールにてご投票下さい。 
 （marlin-info@marlinusers-japan.org） （早めの投票をお願いいたします。） 

– 記名（会社名）での投票となります。 
 

タイトル ： 2017年度 総会議案への投票（会社名） 
本文   ： 第一号議案 「2016年度活動報告」                     ：賛成／反対／保留 
     ： 第二号議案 「Marlin利用者連絡会解散のご提案」 ：賛成／反対／保留 
      

• 投票の確認 
– 投票〆切後に、事務局にて集計結果を報告させていただきます。 
– 投票意図と異なる集計がなされていた場合には、結果報告後１週間以内に 
事務局までご指摘下さい。 
 

• 投票結果の報告 
– 集計結果報告後、確認のための１週間を待って投票結果を確定します。 
– 確定した結果は会員各位にご報告いたします。 
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【報告事項】 入会・退会情報 

• 新規入会（ 2016年8月末日以降、敬称略） 

– 東亜エレクトロニクス株式会社 

– ハイセンスジャパン株式会社 

– 株式会社ネットシスジャパン 

– 株式会社クナイ 

• 退会（敬称略） 

– 日本電気株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017年７月２４日現在： ８２社  
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今後とも、Marlinをよろしくお願いいたします。 
 

Marlin利用者連絡会 
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